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交野市放課後児童会おやつ提供業務委託に係る業務提案募集要項 

 

１．本募集要項の扱い 

本募集要項は、交野市（以下「本市」という。）が実施する、放課後児童会へのおやつ提供業務

委託事業者の選定に係る業務提案募集の手続き、審査の概要及び参加資格要件等を示すものであ

る。 

 

２．委託業務の概要 

別紙「交野市放課後児童会おやつ提供業務委託に係る仕様書」を基に、受注者の提案を踏まえて

協議の上決定する。 

 

３．委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 令和８年３月３１日までは、業務開始に向けた準備期間とし、準備に係る経費は、本業務の受託

者の負担とする。 

 

４．提案単価額 

１ヶ月１人あたり２，５００円とする（契約単価） 

 

５．参加資格 

本提案募集の応募者は、次に掲げるすべての要件に該当するものでなければならない。審査の結

果を通知するまでに、参加資格要件のうち、いずれかひとつでも満たさないことが明らかになった

ときは、参加資格を取り消す。 

①保育施設、放課後児童クラブに対し、おやつ等の食品提供実績があること。 

②本市において、委託業務の競争入札参加資格を有している者、または、２月中に入札参加資格

審査の追加申請予定である者。 

③国内において、元請として過去５年の間に、本業務と同種の業務の事業実績を有すること。な

お、同種の業務とは、食品の発注、管理、発送業務等、本事業を実施するために必要な業務を

いう。 

④本業務と同種の業務に精通したものを総括責任者として配置できること。 

⑤業務提案書の提出締切日において、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４
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の規定に該当しないこと。 

⑥業務提案書の提出締切日において、交野市において入札参加（指名）停止措置を受けていない

こと。 

⑦業務提案書の提出締切日において、交野市暴力団排除条例（平成２４年条例第３１号）第２条

の規定に該当しない者。 

⑧業務提案書の提出締切日において、営業停止中でないこと。 

⑨会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申し立てがなされていない者又

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申し立てがなされていない

者。 

⑩天災その他やむを得ない事由がある場合を除き、法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を

含む。）並びに本市の市税（本市に本店や支店等がある場合）を完納していること。 

⑪過去５年間に、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等その他労働関係法令違反をしていない

こと。 

⑫資本関係、人的関係又は事実上一体とみなす関係にある者同士は、同一の入札に参加すること

ができない。 

※上記の④～⑪の項目については、業務受託後も遵守すること。 

 

６．提案募集の実施スケジュール 

内容 日程 受付・公表等 

募集要項・仕様書等の公表 令和８年２月２日（月） 子育て支援課 

（ホームページ） 

提案審査に関する質疑の受付 令和８年２月２日（月）～ 

２月１１日（水） 

子育て支援課 

（Ｅメール） 

提案審査に関する質疑への 

回答公表 

令和８年２月１３日（金） 

１５時までに公表予定 

子育て支援課 

（ホームページ） 

参加表明書・業務提案書等の 

受付 

令和８年２月１６日（月）９時

～２月２０日（金）１７時 

子育て支援課 

（持参 ・郵送） 

プレゼンテーション 令和８年３月６日（金） 

時間は、提案者に別途通知。 

プレゼンテーション１５分、

質疑・応答１０分 

提案審査結果の通知・公表 令和８年３月上旬 子育て支援課 

（郵送・ホームページ） 
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７．募集要項・仕様書等の公表 

 

（１）配付方法 

令和８年２月２日（月）より、交野市 健やか部 子育て支援課 育成係で配布する（土曜・

日曜を除く）。ホームページからもダウンロード可。 

 

（２）受付等に関する問い合わせ 

交野市 健やか部 子育て支援課 育成係 

〒576－0034 大阪府交野市天野が原町５丁目５－１ 

電 話：072-810-5820 

E-mail：kosodate@city.katano.osaka.jp 

 

 

８．提案審査  

 

（１）提案審査に関する質疑の受付及び回答の公表  

①受付期間  

令和８年２月２日（月）から２月１１日（水）まで  

 

②提出方法 

質疑はＥメールのみとする。 

（様式５）に記載の上、Ｅメールに添付して、件名に「おやつ提供業務委託に係る質問」と

記載の上、下記のアドレスに送信すること。 

E-mail：kosodate@city.katano.osaka.jp 

 

③回答日・回答方法 

令和８年２月１３日（金）１５時までに交野市 健やか部 子育て支援課ホームページに掲

載する予定。 

※回答内容は、本件募集要項・仕様書等と一体のものとして取り扱う。 

 

 

mailto:kosodate@city.katano.osaka.jp
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（２）参加表明書・業務提案書等の受付 

①提出方法 

受付期間内に持参もしくは郵送すること。 

【提出先】 

交野市 健やか部 子育て支援課 育成係 

〒576－0034 大阪府交野市天野が原町５丁目５－１ 

電 話：072-810-5820 

E-mail：kosodate@city.katano.osaka.jp 

※受付時間は、月曜日から金曜日までの９時から１７時までとする。 

郵送の場合は、２月２０日消印有効とする。 

 

②受付期間 

令和８年２月１６日（月）～２月２０日（金） 

 

（３）提案審査の審査基準 

業務提案書等の内容をもとに、提案評価により市の選定委員会において審査を行う。 

 

（４）最優秀提案者の選定方法 

評価点の最も高い提案者を最優秀提案者に選定する。 

なお、 同点の場合は、選定委員会での合議による。 

 

（５）提案審査の結果通知 

提案審査の結果は、令和８年３月上旬に業務提案書を提出した者に対して結果通知書を送

付する。 

 

（６）１者提案 

提案者が１者のみの場合であっても、審査基準にもとづいた内容の審査を行い、選定の可

否を決定する。 

 

 

 

mailto:kosodate@city.katano.osaka.jp
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９．その他留意事項等 

（１）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は失格とする。 

ア.本業務提案の参加資格要件を満たさない場合 

イ.提出書類が、「募集要項 ５．参加資格 」に示された条件に適合しない場合 

ウ.提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

エ.第三者の著作権を侵害する提案をした場合 

オ.その他、募集要項等に違反する等、不適格と認めた場合 

 

（２）その他 

ア.提出書類の提出後における内容の変更は認めない。記載すべき該当事項がない場合で

も、その旨を記載し提出すること。 

イ.全ての提出書類は返却しない。 

ウ.提出された提案書等に係る著作権は、第三者に帰属するものを除き、提案者に帰属する

ものとする。なお、提出書類の中で、第三者の著作物を使用する場合は、著作権法の規

定により認められた場合を除き、当該第三者の承諾を得ておくこと。第三者の著作権に

関する責は、使用した提案者が全て負うこと。 

エ.本市は、最優秀提案者（契約候補者）の提案に関し、本市が必要とする場合には、提案

書等を無償で、使用、複製、公開等をできるものとする。この場合、提案者名を明示す

る。 

オ.提案書等の作成に要した費用、旅費等、本業務提案募集の参加に要する一切の費用は、

提案者の負担とする。 

カ.参加表明書等の提出以降において、本業務提案への参加を辞退する場合は、令和８年２

月２０日（金）までに、交野市 健やか部 子育て支援課 育成係宛で辞退届（様式

４）を提出すること。  

 

１０．契約の締結 

提案審査により選定された最優秀提案者（契約候補者）を相手方として、本市は具体的な業務内

容及びその履行方法、委託料の支払い方法などを協議、調整し、委託契約を締結する。 
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１１．提出書類一覧 

（１）参加表明・提案審査提出書類等 

名称 サイズ 部数 

参加表明書（様式１） A4 ２部 

受託実績確認書（様式２） 
 

契約書の写し又は発注者の証明書の写しなど、５．参加資格の

①、③の実績がそれぞれ 確認できる資料を添付すること。（それ

ぞれ 代表的な１業務） 

A4 ２部 

業務提案書（様式３） 

（別紙）業務計画書（Ａ４サイズ換算後 20 ページ以内にまとめ

ること） 

A4 ８部 

提案審査に関する質疑書（様式５） A4 １部 

 

１２．提出書類作成要領 

（１）記入内容全般について 

①全ての事項に関して簡潔に記述すること。 

②文書を補完するためにイメージ図、イラスト、写真等は使用してもよい。 

③使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とす

ること。 

④各様式に記載されている注釈部分は、削除して構わない。 

⑤記入すべき該当事項がない場合でも、その旨を記入し提出すること。 

 

（２）書式について 

①使用する用紙サイズ及び部数は「提出書類一覧」に記載のとおりとする。 

②印刷形式は、片面とする。 

③文字の大きさは 10.5pt 以上とすること。 

④様式は、本様式集を参考に Microsoft Word 等で作成すること。 

⑤複数枚となる場合は、様式の右下に番号を振ること。（例： １/３、２/３） 

 

（３）提出について 

提出書類は部数ごとにＡ４サイズのファイルに綴じて提出すること。 
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１３．その他 

感染症や天災、その他受託者の責めによらない事項及び本委託業務実施に関し疑義が生じたと

きは、交野市及び受託者協議の上、定めるものとする。 


